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平成３０年第４回南幌町議会定例会 

一般質問（質問者４名） 

（平成３０年１２月１１日） 

 

①「みどり野きた住まいるヴィレッジの今後は」 

 

川幡議員  

みどり野きた住まいるヴィレッジの今後はということで、２問質問いたします。本

町の人口は平成１１年を境に減少に転じ、今年度まで１９年間減少し続け、町の人口

は現在７，５００人台になっています。昨年度は、人口減少対策の効果もあり、１０

０人以下の減少となりました。今年度、北海道・北海道住宅供給公社・南幌町の共催

によるみどり野きた住まいるヴィレッジを開催し、子育て世代の誘致に本腰を入れ取

り組みました。その中で十分な結果が得られたのか、検証し結果の分析をしていると

思いますが、その結果をもとに次年度以降の誘致につなげ、この取り組みを成功させ

なければ、残っている約６８０区画の住宅用地の販売、あわせて人口の増につなげる

ことはできません。そこで町長に２点伺います。 

１、みどり野きた住まいるヴィレッジの現在までの販売経過について、町としてど

のように受けとめ、次年度以降どのような誘致施策につなげるのか。 

２、２，０００人を超える見学者が来町しているが、その方々に対してのアンケー

トの分析結果はどのようなもので、本町に何を求めているのか。また対面する中で、

どのような感触を得たのか、お聞きしたいと思います。 

 

町長  

みどり野きた住まいるヴィレッジの今後は、の御質問にお答えします。住宅展示場

みどり野きた住まいるヴィレッジが本年６月２日にオープンして、展示期間である１

０月末までに２，６１６人の方が本町を訪れ、実際に南幌暮らしを体感できるモデル

住宅を見学されました。１点目の御質問については、みどり野きた住まいるヴィレッ

ジの効果の一つとして、モデル住宅のあるみどり野団地美園地区に町外の子育て世帯

へ１０区画を分譲し、その呼び水となりましたが、モデル住宅５棟については現在の

ところ販売に至っていません。今後のモデル住宅の販売については、冬期間において

の高気密・高断熱など、住宅性能を体験できるようなイベントを実施しながら、各住

宅事業者において販売を進めるとともに、次年度以降、新たに建築する住宅について

は、仕様の変更などにより、求めやすい価格帯を設定する方法で、北海道・北海道住

宅供給公社・町及び住宅事業者において検討しています。既存のモデル住宅とあわせ

て、継続的に事業を展開し、さらなるみどり野団地の販売につなげたいと考えます。 

２点目の御質問については、来場された際に住宅計画、建築予算や年代・家族構成

などのアンケートを実施した中で、札幌市在住、４０代子育て世帯、会社員で賃貸住

宅に居住し、住宅の建築予算は２，０００万円から２，５００万円を想定している傾
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向が多く見られました。また、実際に対面した方からは、本町は緑豊かで子育て支援

が充実しているといった声がありました。引き続き、本町の地理的優位性を活かし、

子育て支援並びに移住・定住の取り組みにより、人口減少の抑制に努めてまいります。 

 

川幡議員（再質問）  

 再質問いたしたいと思います。今、答弁の中で、みどり野きた住まいるヴィレッジ

５件のモデル住宅が１件も売却・成約できていないという答弁をいただきました。子

育て世代の中にはですね、現在のモデル住宅、今５軒のモデル住宅ですけれども、非

常に建築費が高くて、南幌町でこのモデル住宅を建設するのであれば、土地は若干狭

くなりますけれども、近隣の市町村、江別市や北広島市、恵庭市など、鉄道が通って

いるところに、同等以下の建築費で住宅が取得できると。そのことを考えますと、南

幌町の何がメリットなのかを子育て世代に訴えているのか、このことをクリアできな

ければ南幌町に住宅はなかなか建てていただけないと、このように思っております。

現在のモデル住宅の建築費から住宅取得のためにローンについての考え方を伺いた

いと思います。私は子育て世代の給与所得を考えると、月々の返済額はどれぐらいが

適当なのかの判断は難しいのですけれども、現在の住宅ローンの一般的なものを調査

いたしました。３，０００万円の物件で３０年間元利均等払いボーナスなしでは、省

エネ該当等の金利弾力化を考慮し、最初の３年間金利は０．６５％で、９万１，７０

０円。４年から１４年目までで金利１．１５％で９万７，８９９円。以後は変動金利

となりまして、２％で考えますと１０万６，１３７円となります。次に、２，０００

万円の物件では、同様の支払いで見ると、当初の３年間は６万１，０００円前後、４

年から１４年では６万５，０００円、以後は７万７５０円となります。今回のきた住

まいるヴィレッジ定例会での関係機関の打ち合わせにおいては、建物価格２，５００

万円から２，７００万円を上限として、価格設定の取りまとめをしていたと聞いてい

ますけれども、現在設定されている価格は土地代、消費税を含め、外構も含めて販売

価格は１戸２，９９８万円、３，０００万円、３，０８０万円、３，１５０万円、３，

２４８万円であり、残念ながら建物の価格２，０００万円以内を目指すといった業者

は事情により建設されていません。この３，０００万円以上のモデル住宅の物件では、

見学会で２，０００人以上の方々が訪れていましたが、結果としても１件も成約でき

なかったのは、南幌町に住むメリット、また町の魅力がなかった結果だと冷静に受け

とめまして、次年度以降の対策を考えるべきだと思います。先ほど町長から新たに建

築する住宅については、仕様の変更で求めやすい価格を設定する方法ということで御

答弁をいただきました。このことにつきましては支持いたしたいと思いますが、別な

方法で新たな子育て世代誘致政策を打ち出した中で、今一歩、目新しい事業で誘致す

ることをお勧めしたいと、このように思っております。 

 

町長（再答弁）  

 川幡議員の再質問にお答えをいたします。確かにモデル住宅が売れてないというこ

とで、御指摘をいただいているところであります。しかしながら、これを見に来てい

ただいた、先ほどちょっと答弁させていただきました。今年度１０戸、それを見てそ
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の周辺の宅地を購入していただいて、自分の思う建て方で１０戸ほど町外から来てい

ただいております。あわせて今、残りの住宅販売数が６６３戸になっているところで

あります。目に見える数字が大幅に出ればいいんでしょうけども、それを見に来てい

ただいて、昨年からもそうなんですが、うちの自分に合った、それぞれの家庭にあっ

たところを見つけていただいて、来ていただいて、これも住宅展示場をやった効果が

あらわれている成果かなというふうに思っております。また、先ほど金利のお話もい

ただきました。当然住宅金融機構からも御支援をいただいて、かなり低利の、それも

説明をさせていただきながら、御利用いただいているところでありまして、私として

は皆さんも見ていただいて、ちょっと冬がどうなのかなと。メーカーさんが言うよう

な暖かさがどう保たれるかなと。そんな私としては心配もありながら、この冬をどう

いうふうにしてあの住宅で暖かい環境で入れるのかなと。そんなこともありましたか

ら展示場は展示場として、逆に言うと販売されなくて、そうやって展示していただい

て、冬を過ごしているのを見ていただいて、新たにまた考えていただければいいのか

なと、私もそれから道の関係者も、当然川幡議員が言うように所得がそんなに高い世

代が家を求めるっていうには、ちょっと高価な金額かなというようなことの反省も踏

まえ、次年度以降はもう少し求めやすい方向で今検討させていただいているところで

あります。なんとかそういう方向でやっていける事業者が見つかればいいのかなとい

うふうに思っているところであります。展示場があるから、今も問い合わせやら来て

いただいたりっていうことが出ておりますので、来年の消費税の問題もありますし、

住宅減税ローンの問題もあります。これらがうまく回転していただければ、あとそこ

までに、いかに周知をして売るかということではないかと思っています。ですので、

この展示場をいかに生かして宣伝をしながら、そして来ていただいて見ていただいて、

少しでも販売につなげていきたいなと。そのために職員も含めて、いろんなところに

今出向きながら、反応を見ながら、そして次年度以降のやり方も探っているところで

ありますので、御指摘は当然だと思っておりますので、それを踏まえながら少しでも

来やすい環境にしていきたい。来ていただいた方については、それぞれ町の取り組み

については御理解をいただいている方がかなり多いものですから、これらを軸に今後

も進めてまいりたいなというふうに思っております。 

 

川幡議員（再々質問）  

再々質問いたしたいと思います。今回のきた住まいるヴィレッジの経過を見て思う

ことには、南幌町には働く場所が少ない。このような状況を理解していただきまして、

札幌市近郊のベッドタウンという位置づけで住んでもらえるようにしなければ誘致

は難しいと、このように考えております。過去にはですね、一気にふえた時には、民

間住宅メーカーの建売住宅が他の地域を賄うぐらいの低価格で土地付住宅を取得で

きたことで、若い世代を中心に町に転入してきました。だがその時には、住宅ローン

のステップ償還により、返済金のローンの支払いが厳しくなりまして、せっかく手に

した住宅を手放し町から出て行った人がたくさんいらっしゃいます。今回は同じ轍を

踏むことのないよう対応していかなければならないと、このように思っております。

このことからもですね、土地代込み２，０００万円、ローン返済の負担が軽くなるよ
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うな返済計画を設定することで、南幌町に住んでみようと思われる地域になると、こ

のように思っております。今回の３，０００万円を超える住宅は機能的にすばらしい

住宅なんですが、一生住み続けるためには、金額的に非常に厳しいと思います。 

そのことともう１点ですね、南幌町に隣接する江別市や北広島市、恵庭市などは、

交通の便のよさがあります。特にＪＲが通っていることに、また働く場所があるとい

うことも大いに関係があると思います。そのようなマイナスの南幌ですけど、この負

のイメージを払拭するためには、以前から私は一般質問で発信していますけど、他の

町より有利な生活の応援をすることだと、このように考えております。１カ月数万円

応援するだけで誘致につながった事例が全国各地にたくさんあります。ぜひ新しい施

策を持って、踏み出すことを進言したいと思います。町長の見解を伺いたいと思いま

す。 

それともう一つですね、２、３カ月前ですか。北広島市でボールパーク構想が出て

おります。多くの雇用が期待されるとともに、住宅の要望も期待されますけれども、

夕張太の西団地もまだ残っている状況だと考えます。そのことと、南幌の今のみどり

野の６５０戸ですか。そのこともまた視野に入れた中で、人口誘致を進めていただき

たいと、このようにも考えておりますので、町長のお考えを伺いたいと思います。 

 

町長（再々答弁） 

川幡議員の再々質問にお答えをいたします。確かに今のモデル住宅、非常に高いっ

ていう御指摘もわからないわけではないです。ただ、それを見に来るっていうのが、

普通の家ならなかなか見に来られないんですが、どういうものを、どういう状態のも

のをっていうことで見に来ていただいております。売れてないということは、事業者

の方は相当負担をしているところであります。町としては、相当負担はしてるわけで

はありませんけれども、それぞれの事業者はかなりの負担はしていただいているとこ

ろであります。しかし、お客さんが切れなく、そうやって来ていただく方が見ていた

だいて、住宅を求めようとしている方々がいるわけでありますので、私どもはそれを

活用しながら先ほど言ったように、美園地区のまだまだ用地がございますので、子育

て世帯を誘致しながら販売に努めていきたいなと。ですので、そことあわせて次年度

以降、川幡議員が言われるように、低価格の住宅も当然視野に入れながらやっていか

なければならないのかなと。それぞれの思いで、通じる住宅をできるだけ多く見せる

ことによって、私どもも販売につなげていきたいなと、そんなふうに思っているとこ

ろであります。また、近隣でいろんなところの企業さんが大きな工場を建てたり操業

されております。そこにもお邪魔をしながら、３０分以内の通勤圏でありますので、

そんな実情もお話ししながら、ぜひ我が町で住んでいただく、そんなことも大事な要

素かなと。当然隣で構想が決定されましたボールパークも同じだというふうに思って

おりますので、そこは怠らないで早く発信をしながら、今も当然発信をしているとこ

ろでありますが、同じような住宅団地はなるべくつくらないでほしいというお話もさ

せていただいて、何とかそういう部分についてはうちで請け負えるぐらいの感覚を持

ちながら、進めていきたいなというふうに思っております。 

また、夕張太西団地は未造成で残しております。これは北海道住宅公社とのお話の
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中で、まずこちらのみどり野団地を早く売るということを目標に置いておりますので、

それで今のモデル住宅、あるいは来年以降の御支援をいただいております。町が先に

夕張太西を造成するっていうことには、やはりお互いの信頼関係を損なうことも当然

考えられますので、理解を得ながら開発が進められれば一番いいと思っておりますが、

まずはみどり野団地を早く売っていくっていう方向を見つけ出さない限りはなかな

か難しいのかなというふうに思っております。 

それから川幡議員がいつも言われるように、大きな政策を持って誘致をしなければ、

誰も来ないよというお話を、毎回そういうお話をいただいております。今回住宅助成

２００万円っていうのは、うちの財政規模からいっても最大限だと思っています。こ

れにプラスいろんな政策の優遇の中で、少しでもそれと合わせて子育て世帯、あるい

は一般の方が南幌で住宅を求めるような政策の中で、発信をしていきたいなと、そん

なふうに思っておりますので、できる限りの精いっぱいやりながら、少しでも多くの

方が来ていただくように努力をしてまいりたいと考えております。 
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①「自主防災組織の推進について」 

 

佐藤議員  

 ９月６日未明に発生した北海道胆振東部地震は、最大震度７という北海道では最大

規模の大きな災害でした。特に道内全域が大規模停電ブラックアウトに見舞われ、本

町においても、かつて経験したことのない揺れと暗闇の中、不安を抱えながら過ごさ

れた住民も多く見受けられました。今回の震災経験を通し、住民同士で支え合う自主

防災組織についての関心は、地域住民の間でも高まっています。しかし、具体的にど

のように進めてよいのか戸惑っている方や組織もあるようです。今回の災害で不安を

感じた住民に対して、町の対応だけでは限界があることも事実です。特に高齢者や障

害者が、夜間や冬期間の災害であっても安全に避難するため、自主防災組織が体制を

構築できるよう町で支援することが大切と考えます。そこで町長に２点伺います。 

１、自主防災組織に対する意識の向上をどのように図っていくのか。 

２、自主防災組織のマニュアル作成の考えは。 

 

町長  

 自主防災組織の推進についての御質問にお答えをします。このたびの北海道胆振東

部地震については、本町においても震度５弱、また全町停電という、これまでに経験

のない災害に見舞われ、震災直後から災害対策本部を設置し、各対応を行ったところ

です。１点目の御質問については、自主防災組織は他自治体において行政区・町内会

を母体として設置している例が多くあります。大規模災害においては、町だけでの対

応には限界があることから、地域のつながりである行政区・町内会等での防災に関す

る研修、また防災フェスタや住民自治検討会を通じて、地域住民の自助・共助など、

一人一人の防災意識の向上を図り、地域での安否確認体制の構築に優先的に取り組み、

その先に自主防災組織の設立があるものと考えます。 

２点目の御質問については、まずは住民の防災意識の向上と考えており、その先に

ある自主防災組織の設立にあたっては、消防庁の自主防災組織の手引や、今年度策定

する避難所運営マニュアルなどの活用により対応できることから、独自のマニュアル

を作成する考えはありません。 

 

佐藤議員（再質問）  

ただいま御答弁いただきました。平成２８年４月の調査ですが、全国にある自主防

災組織というのは１，７４１市町村ある中で１，６７４自主防災があります。自主防

災っていうのは、常々町長も言われているように自主的に行うものとして、というこ

とは了解しております。決して強制するものではないということも了解しております。

本町でも行政区長会や講演会、また出前講座などで呼びかけているということでした

けれども、でもこれまではなかなか設立にまでは至らなかったわけでございます。今

回の災害で多くの住民が地震の恐怖と想定外の長時間停電を体験したことで、電気や

水、防災無線の重要さを、ともに地域で支え合う自主防災の必要性も、これまで以上

に感じている方は多いと思います。このように住民の機運が高まっている今だからこ
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そ、自主防災組織の必要性があるのではと考えております。しかし何をどうして、誰

が進めていくかなど具体的なことを最初から自分たちで考えましょうと言われても、

なかなかハードルが高いと思うんですね。それで、やはりその進める人材がいなけれ

ば、声掛けで終わってしまうと思います。そこで、まず今まで南幌の消防団のＯＢと

か、消防職員の退職者などの、防災知識をきちっと持っている方が集まっていただい

て、その自主防災を設立しやすい体制を図るための協議体などを町がつくってはいか

がかなと思います。大きな働きかけにつながるものと感じております。また一番取り

組みやすいところとしては、行政区などの総会の後に、それぞれの地域担当制の職員

の方がいらっしゃいますので、その方たちにぜひ自主防災のあり方や必要性なども訴

えていかれるということも必要ではないかなと思っております。 

それと２番目のマニュアルなんですけれども、この消防庁の自主防災組織の手引っ

ていうのがあるんですけれども、私もホームページで読ませていただきましたけれど

も、９５ページあるんです。本当に読み込むには大変だと思います。それでよしとす

るって考えはどうかなと私は思っております。やっぱり読んでいただけるものにしな

ければ、我が町に合ったものにしなければ意味がないと思うんですよね。それで、南

幌町で想定される災害に対しては、地域ごとに随分活動内容が違うなということを今

回感じました。というのは、やっぱりコミュニティがしっかりした農家地区っていう

のは、事実上の自主防災はきちっとできております。成り立っております。そういう

ところも多いです。ですけれども、高齢者を多く抱える公営住宅、また商業地区って

いうところと町外勤務者が多い住宅団地の地区では、またそれぞれに違うわけですね。

そういう部分でも、やはりどなたが読んでもわかりやすく、自主防災をつくってみた

いなって思うような、そういうマニュアルを町でつくることが大事だと思うのですが、

町長いかがお考えでしょうか。 

 

町長（再答弁）  

 佐藤議員の再質問にお答えをいたします。自主防災組織という部分で、マニュアル

先ほどお話しさせていただきまして、当然それがもとにならないとできないものです

から、それを町に合わせて当然やっていきますし、地域でつくる時にはそれをもとに

して説明をさせていただくということであります。また町内会長さん、あるいは行政

区長さんがメンバーであります自治検討会でそういう話もさせていただいておりま

す。何はともあれ、やはり地域の方々がそういうふうになっていかなければ、幾ら笛

吹いても、できなければ、今回の反省、全国の反省、いろいろ災害ありますけど組織

はあるけれども機能したっていうのはほとんどない。そういうお話もいただいて、そ

れはつくるだけつくっただけじゃやっぱりだめなんです。やっぱり機運が来る、こう

いう災害が起きて初めて地域の人たちが、皆さんみずから考えてやっていかなければ

なりませんし、安否確認等々、高齢者と障害者は、町のほうでそれは押さえて確認を

させていただいておりますから、その辺については心配ないんですが、それに近い高

齢者、それは地域の方々がやはり同じ仲間であります、地域のそういう人たちがそう

いう機運を持って、組織をつくっていただく、あるいは組織がなくても、そういう機

能を果たしていただければ私はいいのかなと。ある町でマスコミで出ていたと思いま
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すが、短時間でかなりの方の安否確認をした町もあります。それは自主防災組織関係

なしでもできているわけであります。ですので、やはりそういう機運を持っていただ

く、そしてそれぞれの地域のリーダーも同じ考えを持っていただくことが大事かなと

いうふうに思っております。それぞれ今御提案もいただいたＯＢの使い方も当然ある

んですが、まずは地域の方が皆さんがそういう機運にならなければ、幾ら笛吹いても

ついて来なければだめだし、当然そういう組織であれば、そういう防災組織のそれぞ

れの考え方、町の考え方を持ちながら、お互いコミュニケーションをとりながら、当

然、地域担当職員もおりますから、いろんな話もできるかなと。今、各総会等々これ

から始まりますので、できるだけ地域担当職員を呼んでいただいて、そんな話ができ

ればいいなと。これは、こちらからやらせてくださいという強制のものではありませ

ん。あくまでもそういう機運がそれぞれの町内会や行政区で持っていただいて、今回

は特に災害のあった年でありますから、皆さんがそういう気持ちになってるんであれ

ば、そういう会合を持っていただければ、私はもっともっと組織があるなしにかかわ

らず、意識が高まって地域が、皆さんが顔の見える町内会になるんではないかなと、

そんな思いをしておりますので、御提案をいただいたことも含めながら、やはり私ど

もは根強くそういう活動をしていかなければならないのかなというふうに思ってい

るところであります。 

 

佐藤議員（再々質問）  

 私もつくればいいという、そういうものではないと本当にそのように思っておりま

す。機能が生かされて初めて生きてくるものだと思っております。ぜひ町でもそのこ

とを考えて推進していただきたいと思うんですけれども、町長は常々、南幌町は山も

なく海もない、地震には比較的守られた地域、経験上水害が一番心配ですというお答

えを多くいただいたと記憶しております。今回経験したことのない地震や停電が起き

て初めて防災無線に助けられたというお声も聞いております。地震当日ですね、私も

家で１人でいて近くに人のいない恐怖というものを初めて体験いたしました。今後、

夕方親が帰らない時間帯の災害であれば、お子さんたちはどれだけ不安かと思います。

今は想定外という、そういう言葉は使えないくらいの災害が頻発しております。今回

の地震の後、１０月に開催された住民自治検討会では、それぞれの地区に分かれて災

害における地域での取り組みについて話し合われました。皆さんどこの地域でも災害

の時の支え合いは、本当に重要だという声が多くありました。特に私が感じたのは、

避難所にたどり着けない人をどうするのか、一緒に連れていくのか。もしくは違う手

段を地域で考えるなど、地域でできることは多くあるのでは、という質問もありまし

た。以前の私の一般質問で指定避難所まで移動が大変な方は、町内会館を避難所とし

て考えてはとの質問に、町長はそれぞれの会館に耐震や避難所に適さないところもあ

って難しいと言っておられました。自主防災組織で考えた場合には、安全な町内会は

とりあえず、臨時避難所として使用するということも可能ではないかと、そのように

考えるんですけれども、町長のお考えはいかがでしょうか。 

 

町長（再々答弁）  
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 佐藤議員の再々質問にお答えをいたします。今回、皆さんもおわかりいただいたと

思うんですが、うちは二次災害が地震の場合なかった、ほとんどない。今後何が起き

るかわからないので、絶対ないとは言えませんが、そういう地理的条件があります。

私どもは震災の東日本等々で起きた、そこの人たちのお話も聞かさせていただいてい

るということであります。ですので、地震のときにどうあるべきかっていうのはやは

り地域の方々が考えるんですが、まず平らだっていうことと二次災害がないっていう、

急激に急いで動くことが本当にいいかどうかって私の中でちょっとあります。後ほど

の質問もございますけれども、橋梁等々もたくさんあります。避難経路もつくってあ

りますけれども、通常のものであれば、うちの町は碁盤の目でありますから、どこか

らもいける、そういう避難所を指定させていただいてます。そしてそこは耐震もきち

っと今の制度にのっとって問題ないということで、それぞれ指定をさせていただいて

いるところであります。またコミュニティセンター等々、これはなかなか古いものも

たくさんありますから、耐震には該当にならないものもあります。しかしながら、今

申し上げたように何が起きるかわからない状況でありますから、今後は検討課題には

なるかなというふうに思っているところであります。地震の場合は、木造は以外と強

いですよね。２階建て以下の木造って意外と震度７でもほとんど、古いのは別として、

最近建っているここ３０年ぐらいの木造住宅っていうのは、東日本でもほとんど壊れ

てない。ただそれをうのみにしていいわけではありません。ですので、いろんなこと

を我々も考えながら、住民の安全は図っていかなければなりませんので、それは当然

頭に置きながら、その都度いい部分をしていきたいと思ってますし、全町的に皆がそ

の意識を持っていただければ、今回みたいな人的被害はないのかなと、そんな思いで

ありますので、それぞれある時には住民の皆さん、町民の皆さんに災害に対する、や

はり恐怖になっちゃったらまた困るので、自分なりに対策はできるものをお願いしよ

うと、そういうお話しは今後とも続けていかなければならないなと、そんなふうに考

えております。 
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②「賃貸住宅に入居する若年世帯への支援を」 

 

佐藤議員  

 子育て世帯及び若年世帯の定住が望まれている中で、子供とともに安心して生活で

きる住環境整備が必要とされています。そのため現在、本町では子育て世代に対する

住宅建築費助成事業の支援に取り組んでいます。しかし、これから結婚を考えている

方や新婚生活をスタートした方、また子育て世帯で賃貸住宅に居住を希望している方

も少なくありません。このような状況から、住宅建築費助成事業の対象者と同様に、

賃貸住宅世帯にも支援策が必要と考えます。平成３０年６月現在、本町の賃貸アパー

トの入居状況は１８９戸のうち１７５戸が入居し、９３％の入居率になっています。

賃貸住宅を希望しても空室が不足しているため、近郊の町に住む傾向が見受けられま

す。また、道営住宅や浴室設備が整っている町営住宅は空室が少ない状況です。最近

では、賃貸住宅が不足している地域では、建設事業者や個人オーナーに自治体が建築

補助金制度を設けて建設してもらい、定住増加を図っている事例もあります。平成２

９年度策定された南幌町住生活基本計画では「子育て・若年世帯に対し賃貸補助を調

査し、入居者負担を軽減することにより安定した居住環境を提供し定住促進を図るた

め、子育て及び若年世帯における民間賃貸住宅への支援の検討を推進します」とあり

ます。今後は、民間事業者との連携も視野に入れた需要の拡大も図るべきと考えます。

そこで町長に２点伺います。 

１、若者世帯への賃貸住宅家賃助成の導入について、検討結果と今後の展開は。 

２、建築事業者に対する賃貸住宅建築費を補助する考えは。 

 

町長  

 賃貸住宅に入居する若年世帯への支援を、の御質問にお答えします。町では子育て

及び若年世帯への定住促進を支えるため、まち・ひと・しごと創生総合戦略や第６期

総合計画、南幌町住生活基本計画における住宅施策に取り組んでいます。１点目の御

質問については、南幌町住生活基本計画策定時に、子育て・若年世帯で民間賃貸住宅

に入居する世帯に対し、家賃補助を行い、定住促進を図ることを検討しましたが、平

成２８年度より南幌町子育て世代住宅建築助成事業を進めていることから、本事業に

おける事業効果を把握し、賃貸住宅に対する居住希望者等について調査を行い、今後

も引き続き検討してまいります。 

２点目の御質問については、現在町内には民間、公的賃貸住宅として１７棟１９７

戸の民間賃貸アパートと、１０８戸の町公営住宅及び６０戸の道公営住宅があり、１

１月３０日現在では、民間賃貸アパート３６戸、町公営住宅５戸の合計４１戸の空き

室があります。また、新たな賃貸住宅の建設も進められており、賃貸住宅が不足して

いる状況ではないことから、建築事業者に対する補助の考えはありません。 

 

佐藤議員（再質問）  

 今ですね、本町が人口増加を考えるときに、この町にどのように住んでいただくの

かということを考えたときに家を建てるか賃貸か、先ほどの議員もおっしゃられてま
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したけれども、分譲住宅地はたくさんあるんです。住まいるヴィレッジも今やってお

りますし、こちらはどんどん建てていただきたいと思っております。しかし、家を借

りるとなると物件が足りないと思います。では、公営住宅となると、本町では１６８

戸あります。そのうち町が管理しているのは１０８戸です。ちなみに長沼は３４３戸、

栗山は５９５戸、由仁は３１３戸の保有数です。明らかに本町は少ないのが現状です

けれども、しかし平成３８年度までは公営住宅の長寿命化計画のもと、建設予定は今

のところは立っておりません。現在も町営住宅は５棟ほどずっとあいております。見

学には来ていただくようですけれども、個人で風呂などの給湯施設を設置すると聞く

と、あきらめて帰る方もいらっしゃるようでございます。そうなると民間の賃貸住宅

を探すしかなく、なければ町外に住むようになってしまいます。先ほどのお答えに今

は不足していないというお話でしたけれども、空き家はあっても、入居できない状況

の部屋もあるそうです。補修とか修繕をこれからしなくてはいけないということで、

そういうところも聞いております。それで、以前にもお話ししたんですけれども、工

業団地の就業者の中で、町内に住んでいるのは１６％なんです。あと８４％の方は町

外に住んでいらっしゃいます。その方たちを呼び込むためにも賃貸住宅の確保と支援

の手当を考えていかなければ人はふえないと思います。以前、町長は地元で働くとこ

ろがないと人口はふえないということをお聞きしたことがあります。それも一つの理

由でしょうけれども、働くところがあっても外に行かれてしまっては、人口増加につ

ながらないと思います。今の若い人というのは、これからの社会情勢を踏まえて、家

を建てるにはまだ早い、これからだと考えている人もいます。また先ほどの話のよう

に、家は欲しいけれども、なかなか手が出ないという、また反対に賃貸でもいいから、

このすばらしい南幌町で子育てをしたいという、そういう方たちもいらっしゃいます。

そういう方たちの応援をする必要性は、本町ではあると思っております。確かに財政

面では大変だと思います。先ほどの町長のお話を聞いて確かに大変なんですけれども、

ほかの町から見ると公営住宅の戸数もうちは極めて少ない戸数だと思います。その分、

本町の維持費も少なく済んでいるのではないかなと考えられるんですね。それで家賃

補助は年齢制限とか収入基準とか、また支給年数もうちの町でできる範囲で考えてい

ただければよいと思っております。そして建設費補助なんですけれども、これは空き

室は不足しないという先ほどの御答弁でしたけれども、先ほど言いましたけれども、

現在本町では子育て住宅支援で補助金制度があります。それを賃貸住宅でも適用等考

えることもできるのではないでしょうか。アパート１棟で何家族分の人口がふえるわ

けでございますから、そういう考えもありではないかなと、そのように思っておりま

す。実際に道内では、喜茂別町・夕張市・月形町・池田町でもこの事業を始めており

ます。先日の新聞なんですけれども、夕張市では５年間で１５棟９８戸の建設をして、

おおむね満室ということでございました。聞きましたところ、建て主さんは市内・市

外の建設事業者、またはほかに夕張市の市役所や農協職員を退職された方が個人オー

ナーとなって、建設されてるっていうこともお聞きいたしました。ここは建設費を補

助するかわりに、家賃を４万円以下にしてくださいというそういう条件でございまし

た。もう一つなんですけれども、上砂川町にもお聞きしました。ここはもともと炭鉱

町ということで、公営住宅が９８０戸もあるんですけれども、昔の炭鉱住宅なので、
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なかなか今の若い方が好まないということで、皆さん近くの町に移り住んでしまうと

いうことでありました。そこで平成２９年と３０年、この２年間だけの限定予算って

いうことをつけて、これまでに２棟が建って１６件がすぐ埋まったそうです。建て主

さんにはもちろん低賃金でお願いしてもらって、そこの上砂川町では月５，０００円

の家賃補助をしているという話でした。必ずしもほかの町のやり方がいいとは考えま

せんけれども、本町でできることの最大限を考えていただきたいと思います。そうい

う部分では、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

町長（再答弁）  

 佐藤委員の再質問にお答えをいたします。それぞれお話がございましたけれども、

町営住宅につきましては、それぞれ長寿命化計画に基づいて改修作業を進めさせてい

ただいて、一遍に全部ができるわけでありませんので、順次直せるものは直していく

という考えのもとで、今取り進めさせていただいておりますので、若干不便をかけて

いることもあろうかと思いますが、なかなか一遍にできないということもあって、そ

ういう不便ももう少し我慢をしていただくかなというふうに思っております。佐藤議

員も言われたように、それぞれの町、それぞれの考え方がございますので、すばらし

いまちづくりをやってる方もおられます。それは全部背景が違いますよね。だから、

できるものとできないものは、私はそれぞれの町にあると思います。うちは子育て世

代を誘致しようと、議会の皆さんの議決もいただいて、今事業を進めさせていただい

ているところであります。５年計画を持って今進めているところでありますので、当

然その計画の終わり年、あるいは総合計画の後期等々で新たな事業展開をやっていか

なければならないというんであれば、それは当然考えていかなければなりませんが、

後ほどの御質問もありますけれども、議員の皆さんも御承知のような、うちの懐具合

です。今年の不作によって来年の税収も相当落ちる覚悟をしなければならない。そん

な状況を踏まえておりますから、相当慎重に事を進めていかなければ、１年やって、

はいやめたっていう話にならないと思います。少なくても新たな事業展開をするのは

５年計画を持ちながら、順調に推移してるか、あるいはしてないのかという検証もし

ながら、当然やっていかなければならないというふうに思っております。ですので思

いは非常にわかります。うちも検討させていただいて、その中で一番いいなっていう

ことで、住宅建築助成をさせていただきました。それはどこの町でやろうが、やらな

いか、それは違う。我が町でできるものをやらせていただいたということであります

ので、それを中心にした結果、それが当初の年度にいったときに、新たな考えでする

のか。新たな政策に振りかえるのか、当然やっていかなければならないことだと、こ

れは確かに希望もあるからすぐやれっていう声もあると思いますが、うちの中の考え

でいきますと、一つの事業を見て、そして新たな事業展開をしていくのが、将来に、

次の世代に負担増にならないように、当然頭に置いていかなければならないのかなと

いうふうに思ってますから、そこに厳しさが増しているというふうに私は認識してお

ります。ですので、政策は吟味しながら皆さんと相談をしながら、やっていかなけれ

ば。今までやってるのは、全部ずっとこれからやれるかって言ったらそういう状況に

はないと思います。それにプラス新しいものと考えますと、何がいいのかっていうこ
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とはこれから皆さんとまた考えを共通にしながら、町民のために一番いい方法を探っ

てまいりたいなというふうに考えております。 

 

佐藤議員（再々質問）  

 ぜひ前向きな検討を続けていただきたいと思います。再々質問なんですけれども、

町長は第６期総合計画の冒頭に「誰もが行ってみたい、住んでみたい、住み続けたい

と思う魅力あるまちづくりを推進します」とありました。建ててもいいし、借りても

いいし、の町になるように推し進めていただきたいと思います。それで先ほどの議員

のお話ともちょっと重複するかもしれないんですけれども、お隣の市ではボールパー

ク構想建設が決定いたしました。夢に向かって盛り上がっております。パーク内には

今後多くの複合施設もできると思いますし、若い方の雇用も大幅に拡大すると考えま

す。特にボールパークができる地域と隣接しているこの夕張太地域に賃貸住宅がふえ

ることは、若者世帯に多く住んでいただける起爆剤にもなります。地域の活性化も図

れると思いますので、２０２３年開業ということでありますので、ゆっくりはしてい

られないと思いますが、夢のあるふるさとづくりをテーマに掲げる町長はどのように

お考えでしょうか。 

 

町長（再々答弁）  

 佐藤議員の再々質問にお答えをさせていただきます。先ほども夕張太の関係につい

てはお話ししたとおりであります。しかし、よその町でいろんな活動があるわけです

から、それをいかに私どもが活用できるか。そのことも踏まえながら、黙って指をく

わえて見ているっていうことにはならないと思います。そのための施策をどうしてい

くか。賃貸住宅のお話もありました。企業が社員寮を建てていただくのにはいい場所

かなと、私はそんなふうに思っております。そういう接触も含めて、何でも町がやる

んじゃなくて、いろんな方々の応援をいただいて、私はやるべきではないかなと。そ

れが我が町の知名度向上にもつながるし、そういう姿勢で今後もいろんな方のお世話

になりながら、そしてこの地域がよりよくなることを、行政だけでなくて民間の力も

借りながら進められれば、いい地域になるんではないかなと。それが第６期の総合計

画で掲げてる部分にも当然なっていきますから、そのことも含めて積極的に行動はし

てまいりたいなというふうに思います。 
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①「非正規職員の処遇改善を」 

 

熊木議員  

 本町の臨時・嘱託職員は、役場や町立病院等で合計３９名となっています。特に嘱

託職員については、正規職員とほぼ同じ業務に就いている事例が多く、住民の命と暮

らしを支える恒常的な業務は、地方公務員法の原則どおり正規職員にしていくべきだ

と考えます。２０２０年度から導入される地方自治体の非正規職員に関する新制度の

会計年度任用職員では、処遇改善がなされると聞いています。昨年３月閣議決定され

た、地方公務員法と地方自治法の改正案は、自治体で働く非正規公務員の採用の根拠

をはっきりさせ、期末手当を支払うようにすることが明記されました。こうした背景

には、身分が不安定で官製ワーキングプアとも指摘される非正規公務員の処遇改善が

狙いとされていますが、政府が進める同一労働同一賃金はなかなか実現していません。

本町においても、臨時・嘱託職員の処遇改善が図られることにより、働く意欲がさら

に向上されることになると思います。また、納税や地域での購買など地域活性化に大

きく結びつくことにも繋がるのではないかと考えます。そこで次の２点について町長

に伺います。 

１、賃金格差や処遇についてどのような改善を検討しているのか。 

２、２０２０年度から導入される制度を待たずに、看護助手や看護補助者など長年

勤務している場合の賃金体系の見直しや、専門職である嘱託職員の待遇を改善すべき

では。 

 

町長  

 非正規職員の処遇改善を、の御質問にお答えします。１点目の御質問については、

平成２９年５月に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に

より、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、臨時・非常勤職員の適正な任用、

勤務条件の確保について、統一的な扱いが定められたところです。その中で、給付に

関しては新地方公務員法に規定する職務給の原則、均衡の原則等に基づき、また服務

に関する規定の適用や、勤務時間及び休暇、社会保険等についても適切に取り扱うこ

とが求められていることから、制度に沿った任用条件の整備を行います。 

２点目の御質問については、平成３２年４月からの統一的な制度移行に向け、現在、

臨時・非常勤職員等の実態の把握、任用根拠の明確化・適正化、例規整備等について

準備を進めており、法施行日にあわせ会計年度任用職員制度への移行を行ってまいり

ます。 

 

熊木議員（再質問）  

再質問を行います。ただいま町長のほうから答弁いただきまして、平成３２年４月

からの制度移行に向けて準備を進めているっていうことでした。この質問は国会の中

でも、委員会とかで昨年からも審議されていて、本年も２月とかに国会の中の総務委

員会の中でも審議されています。そこの中では、やはり非正規職員っていうのが、民

間も含めて今本当に働く労働者の大半っていうか、本当に数多くが非正規労働者って
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いうことで、生活がやっぱり厳しい。それから、身分保障がしっかりしていないとい

うこととかで、大変な大きな問題になっています。そういうことを受けて、遅いとは

思うんですけれども、やっとその公務員の処遇改善ということに手がついたと思いま

す。そこで、質問の中でも述べていますけれども、本町の場合、いろいろこう教えて

いただきまして、先ほど合わせて３９名が臨時・嘱託雇用っていうことでした。そう

いう中で、各所属課によっては人数とかそういういろいろありますけれども、どの方

もどの採用であっても、やはり住民の前では一職員として、いろんなこう業務に携わ

っていると思います。本町の場合は保育所は民間にはなったんですけれども、私も保

育園で働いた経験がありますけれども、保育園だけではなくて、やはり住民の前に立

った時に、本当にこう責任を持って業務に当たるっていうところでは、やはり同じよ

うな身分保障がされるべきだっていうことは、しっかりそういうことが求められてい

ると思います。先ほどからやっぱり町の財政が厳しいということがいろんな箇所で言

われているんですけれども、そういう中でもこの制度ができることによって、今より

ももっとこう救っていくっていうか、そういうことが必要だと思います。そこで具体

的に伺うんですけれども、今現在嘱託職員は９名となっています。臨時雇用について

は、いろいろこうその都度、国からのいろいろこう法の改定とかで臨時に採用するっ

てことがあるので、その身分っていうところはそういうような採用の仕方もやむを得

ない部分はあるのかなと思いながらも、嘱託職員では本当に例えば栄養士さんであれ

ば、住民の健康、いろんな福祉の面とかでも親身になって住民の相談を受けたり、栄

養指導したりってことでは、精いっぱい働いていると思います。それからアドバイザ

ーであるとかスポーツ指導員であるとか、そういう方々もやっぱり町民のいろんなこ

う相談に応じながら、親身にやってるっていうところでは、やはりその処遇を早くに

改善するってことが必要ではないかなと思います。そこのところが今検討をして、３

２年４月からっていうことなんですけれども、私はやっぱり順番に改善していく、そ

ういうところで早く手をつけるっていうことが必要ではないかと思います。何よりも、

例えば若い職員であれば働く意欲、そしてその研究したりいろんなことで力を注いで

いるっていうこと、そういうことを考えると、やはりそういう意欲をさらに増すよう

な形で、認めるっていうところが必要かと思うので、そこは今現在検討するっていう

意向に向かっていくってことなんですけども、前倒しで何かできることはないのか、

それをまず１点確認したいと思います。 

それから町立病院でも１８名、看護師、准看護師、看護補助者、看護助手、たくさ

んの方が働いています。私以前、勉強会とかフォーラムとかの中で、道東のある町の

町長さんとお話をしました。その町長さんは、自分の町のやっぱり職員も臨時雇用が

いると。だけども、順番に臨時から正職員に採用していくっていうことで、そういう

方針を立てて実践しているっていうことでした。やっぱりそうあるべきではないかな

と思うんですけれども、具体的には、例えば町立病院の場合、看護助手さんとかは年

数も何年かって経験を積まれて、長くなっている方もいるのではないかと思うんです

けれども、そういう場合の雇用形態とかそれはどうなっているのか、その２点伺いま

す。 
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町長（再答弁）  

 熊木議員の再質問にお答えをいたします。先ほど答弁申し上げましたけども、職務

給の原則だとか、服務に関する規定の適用、これがありますから、法をきちっと整備

していかないと、途中でやっちゃうと疎かになって後でいろいろ問題が出ても非常に

困ることが出る可能性が非常に高いと私は思ってます。だから、きちっと整備をして

任用制度をちゃんとしていかなければ、後でいろいろ問題出てから直すって話にはな

りませんので、やはり職員としての職務規定はちゃんとありますから、これも自覚を

していただくお話しもさせていただかなければ、すぐに、はいそうですかって一部で

もやれっていう話には多分ならないと思います。きちっと全部両方ちゃんと整備をし

て、そういう人方にお話をして理解をしてもらって、初めて私は始まるものというふ

うに思ってます。ですから病院も同じだと思います。いろんな資格の問題もあります

から、簡単に、はいそうですかっていうことにはならないと思います。ただ詳しくは

私わかりませんからあれですけれども、とりあえずまずきちっと法に基づいた町とし

ての整備をきちっとして、そういう人々の職場ですから、きちっと理解をして新たに

また働いていただくというのが大事ではないかなというふうに思っておりますので、

国のほうも、ですからきちっと整備するということで施行期間までちょっと置いてい

ただいていると、私はそんなふうに理解をさせていただいてるんですが、３２年４月

からそれに基づいてやるということでありますので、町としても遅れないようにきち

っとお互い意思が疎通して、同じ職場でまた働いていただけるような環境整備はして

いきたいというふうに考えております。 

 

熊木議員（再々質問）  

町長は今遅れないように環境整備をするっていうことでした。国会の総務委員会の

中での議員の質問に対して、その時は野田総務大臣だったんですけれども、その制度

を進めるために、いろいろこうアンケートなりその聞き取りをしながら、今置かれて

いる職員の身分とか、それからどういうような雇用形態を望んでいるのかとか、いろ

んなことが検討されているってことでした。今、町長のほうからは簡単に、はいそう

ですかってやっては、いろいろ後でいろんなことも起きるっていうような懸念もされ

るっていうことでしたが、例えば今いる嘱託職員とか、制度の今いろいろこうつくっ

ていくっていう中で、どのように働いてもらっているのかとか、その希望だとかそう

いうことは、今後その制度に向けて聞いていって調査をして、それをやっていくって

いうふうにお考えなのか。 

それから、先ほど町立病院のこともお話をしたんですけれども、雇用期間というか

公務員の場合は、ずっと何年もそのまま継続でっていうふうにはならないと思います。

一年ずつとか何カ月っていう形でいろいろあると思いますし、各地域の判例とかそう

いうのを見ると、例えば７時間４５分っていうところを６時間４５分にして、それを

１２カ月間にならないようにっていう形でやりながらしているってことで、やっぱり

裁判に訴えて勝利したところとそうではなかったところとかっていう、そういういろ

んなことがあって、なかなかまた民間とは違った雇用の形っていうことで、今町長も

おっしゃったように、服務に関する規程だとかそのいろんなことがあるっていうこと
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なので、それは十分理解するんですけれども、例えばその町立病院にかかっては、や

はり働いている人方の職種、その仕事の内容にもよりますけれども、やはり患者さん

とかの入浴介助とかいろんな形で正職員と同じようにっていうか、その業務の分担を

しながら、やはり腰に負担をかけながらいろいろっていうような形の仕事をしている

方が多いように思うんですよね。そういう時に、どのような形で、例えば昇給制度と

か、その辺がどういう形になっていて、具体的には何年か働きながらやっぱり技術も

身につけて、その技術がやっぱりその患者さんにとてもいい方向に向かっていると思

うので、そういうところを町としてはやはり尊重するっていうか、そういうところを

尊重しながら、そういう配慮をしていくっていうことはやられているのかどうか。や

られてると思うんですけれども、あと担当課長にお聞きした時に、最低賃金以上の保

証はしているってことをおっしゃっていたので、それは間違いないかと思うんですけ

ども、そこも１点確認させていただきたいと思います。 

 

町長（再々答弁）  

 熊木議員の再々質問にお答えをいたします。今現在も法にちゃんと照らしながら、

間違いのないように進めさせていただいてるので、最低賃金もちゃんと守りながらや

っているところでありますから、おそらくこの制度、働いている方にもきちっと理解

していただかないと、トラブルの原因になると思いますので、そこをきちっとしなが

ら、３２年４月に向けていきたいなと。やはり働いている方もどういうふうに変わる

んだっていうことも当然不安の問題が出てくると、いいことばっかりではないですか

ら。やはり制度をきちっと理解して、お互い雇用の場となっていただかなければ、困

るのは患者さんなり町民でありますので、あくまでもそういう制度に基づいて、町の

中で働いていただくと、そういう自覚を持っていただかなければなりません。これま

でと同じだと思いますが、制度が変わって少しいろんなところが変わってくるので、

働いている方にも、そういうふうに理解していただくっていうのが一番私は肝心では

ないかなと、後ほどのトラブルにならないように進めていきたいなというふうに考え

ております。 

 

熊木議員  

 アンケートなり何かその辺のことがちょっとお答えがなかったと思いますけども、

今進めているということなので、しっかり進めていただきたいと思います。
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②「地域おこし協力隊員を増員する考えは」 

 

熊木議員  

 地域おこし協力隊員を増員する考えは、町長に伺います。今年度から新規に始めた

地域おこし協力隊設置事業は、観光振興の充実強化を図るため、地域おこし協力隊制

度を活用し、観光情報の収集発信や観光資源の利活用方法など、新たな視点で自ら活

動するとしています。本町では観光掘りおこし隊員として１０月から産業振興課に在

籍し、本町に移住して暮らしを体験しながら町の魅力を発掘し、写真共有アプリＩｎ

ｓｔａｇｒａｍで発信しています。新しい感覚で本町の魅力を発信する写真に、普段

住み慣れた町のよさを私は再認識していますし、今後の活動にも期待しています。一

方、近隣の自治体では既に地域おこし協力隊員制度を活用して、観光や農業など地域

の活性化のために、アイデアを生かした取り組みが進められています。そこで、次年

度は各課の要望などを取り入れ隊員をふやし、活動の活性化を図る必要があると考え

ます。さらに、近隣４町の連携で意見交換会などを企画し、新しい視点を取り入れた

まちづくりに取り組んでいくことが本町の発展に大きく寄与すると考えますが、次年

度の募集や採用について、町長の考えを伺います。 

 

町長  

 地域おこし協力隊員を増員する考えは、の御質問にお答えします。本町では、１０

月１日に初めて地域おこし協力隊制度の活用により、観光に特化した活動を行う観光

掘りおこし隊員を採用しました。Ｉｎｓｔａｇｒａｍによる風景や飲食店の紹介など

町の魅力や観光情報の発信を行いながら、町内のイベント等に積極的に参加して、町

民との交流も深めています。また、南空知４町広域連携による観光事業や他地域の協

力隊員との交流、情報交換を含めた各種研修会への参加を通じ、自らのスキルアップ

を目指しています。このように地域おこし協力隊員を受け入れることで、新たな視点

や感覚による地域の活性化が図られ、また隊員にとっても、自らの能力を生かした活

動や暮らしの実現、生きがいの発見などが期待できると考えます。新たな隊員の募集

や採用については、地域おこし協力隊制度の目的の一つである定住・定着を見据えた

上で、地域においてどのような分野で活動するのかを明確にする必要があり、受け入

れ後の活動の充実に向けたサポート体制のあり方とあわせて、検討してまいります。 

 

熊木議員（再質問）  

再質問いたします。地域おこし協力隊員、この募集については私２回ほど一般質問

して、なかなかその時はニーズがないって、うちの町にはなかなか合わないっていう

ような御答弁をいただき、なかなか実現しませんでした。ことしの予算で初めてこれ

が募集という形になって、担当課がなかなか決まらなくて、すごく御苦労されたと思

います。私も提案してそれが予算になった時に、本当に決まらなかったらどうしよう

っていう思いも自分では持っていました。しかし１０月１日からっていうことで今、

女性が１人赴任して、今産業振興課に在籍しながらいろいろ活動しています。先日の

決まったっていう時の全員協議会の中で、担当課長のほうから話されて、採用の決め
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手になったのは何かっていうところで、面接の時に自分だから見つけられるまちの魅

力をＳＮＳなどで発信したいという意欲を語っていたそうです。それが今２カ月ちょ

っとですかね。そういう中でやっぱりいろいろこう今まで、仕事とかいろんなこう生

きてきた中での感性を入れたそのインスタ、私も前に北海道新聞に地域おこし協力隊

のことが、こういう活動しているってことで記事に出ました。その時に、インスタを

自分はやっていなかったので、どんなふうに開けるのかっていうところで、やっと開

けるようになりました。そしたら本当に短い文章なんです。写真を紹介しながらその

短い文章の中に本当にそういう感性を持っていなければ、そういうことは発信できな

いんじゃないかなと思うぐらいにいろんな形で、さらに今は充実してきています。き

のうのアプリの中では、北町で行われているシルバーのそういう会とかにもお邪魔し

て、そこの中でまたさらに自分も参加したことで、それを各地域でやっているので、

ぜひ参加してみてくださいっていうような投げかけをしていたり、９日の日もぽろろ

で行われた絵本とか、そういうことも紹介したり、本当に内容が豊かだなと思ってい

ます。それをインスタをする人だけではなくて、もっともっと共有していく方法がな

いものかなって考えています。せっかくのそういう宝物っていうかね、私はやっと決

まって、本当にうちの町に合ったいい人が来てくれたなと思っているんですけれども、

それをどのように、さらに町民にたくさん知ってもらうために発信していってもらっ

たらいいのかなっていうことを考えました。インターネットとか、ホームページとか

そういうものをしない町民の方もたくさんいらっしゃいます。そういう方にとっては、

例えばビューローだとか、町民とか町内外の人が集まるような場所に写真と文章を何

かこう何回かずつ展示していく、そういうことで見てもらったり、あと町広報のとこ

ろに地域おこし協力隊員のページみたいなところをつくって、そういう中で発信して

いってもらったりすることで、より多くの町民にそれがわかってもらえるんじゃない

かなと思います。ですから、そういう企画を立ててはどうかなと思うので、それはち

ょっと意見を伺いたいと思います。 

また先ほど４町連携でやっているっていうことなんですけども、皆さんも新聞とか

で見たと思うんですが、隣の町でカフェバルでまちおこしってことで３回にわたって

連載されました。その中ですごく感じたのは、町民とかその商店街の人と新しく来た

方がすごくいろんな交流を持ちながら応援しているってことを感じます。それで私も

実際に隣の町で旅行券とかのお願いに行った時に、そこの店の方がまた来たぞって言

いながら、だけどすごく温かく迎え入れるんですよね。それでもうあの２人しょっち

ゅう来るんだって。大して用事がなくても来るんだけども、まあめんこいんだって言

いながら店主は話しながら受け入れてるんですよね。そういうことがあって、やっぱ

りそういうカフェバルを開催するっていうふうになったかと思うんですよね。うちの

町ではなかなかこうそういう形で、まだ今１人ですから、さっき提案したようにいろ

んなことをしながら、せっかく来ている人をもっともっと町民が理解していくってこ

とが必要かと思うので、その辺は４町の連携も含めてどういう形でやっていこうとし

ているのか現在やっているのか。そういうこともちょっと伺いたいと思います。それ

から、先ほどは新たな隊員の募集や採用については、今後検討していくっていうこと

だったんですけれども、今現在１名を受け入れた産業振興課、やっぱりそこがすごく
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いい前例となって、やっぱりその活動をほかの課もいろいろ見てると思うんですよね。

それでやっぱり自分の課でもそういう形で受け入れて何をしてもらおうとかってい

うことは、今後職員の中でもこう議論になるかと思うんですけれども、そこをただ検

討するっていうことだけではなくて、やはり本当に複数を受け入れていく、そしてそ

れが、南幌に来てくれた方が移住定住、そしてそこでこの町で定住して、例えば起業

していく。この町にないものとかいろんなこう活動の中で知り得たことで、こういう

ことをやったら町はもっと発展するんじゃないかっていうアイデアとかを持ってい

るかと思うので、その起業につなげていくってことが一番大事ではないかなと思いま

す。だから、今１名で満足することではなくて、来年度はぜひそれを具体化するため

に、その検討の中身をもっと濃くしてほしいと思うんですけれども、そこを町長に伺

います。 

 

町長（再答弁）  

 熊木議員の再質問にお答えをいたします。今まだ２カ月ほどでありますけれども、

精力的に活動していただいている方でありますから、当然広域の４町だとか、あるい

は全道である協力隊の会合だとかに出て情報交換をさせていただいて、そしてうちの

町で何ができるか検討もいただいているところでありますので、それを見守りながら

やっていきたいなと思いますが、私も前から熊木議員の質問に、協力隊がどうしてう

ちはないのかと。やっぱりニーズがないと、ずっと考えてはうちもいた、そういう課、

先ほど熊木議員から言われたいろんな課があって、どうしてもこういうところが足り

ないので、こういうのが必要、あるいは町の中で、こういうものが必要だから協力隊

にお願いできないかっていう声が上がらない限り、私どもは何もなしで隊員を採用す

るってことにはならない。まして制約がある地域でありますから、きちっとした目的

を持ってやらないと、来ていただいた方にも迷惑かけますし、またいろんなところに

迷惑をかけたら困ると。やっぱり張り切ってやっていただくっていうのが私は大事な

部分でありまして、今回は観光に特化した部分で、こういうことを考えていただける

隊員を募集したら、たまたま来ていただいたということでありますから、今後ともそ

ういうことが出てきて、地域の方々も含めて、こういうところが町で足りない部分、

違う人に協力してもらって、それが定住なりにつながっていけばいいのかなというふ

うに思ってますし、そういう部分を含めて今広報を上手に活用しながら掲載をしてい

るところでありますから、まだ２カ月ですから詳しくは出てませんけども、そういう

隊員がいるということの周知はさせていただいて、施設等々については今後の検討課

題かなと、まずは皆さんに周知をする手法として、広報が一番行ってるのかなという

ふうに思ってますので、そして１人で何でもできないという部分当然ありますから、

そういうニーズがそれぞれの地域、あるいは役場の中でそれぞれの課でどうしてもこ

ういう部分がもう少し足りないぞということであれば、それはそれに向けて整備をし

て、こういう目的を持って来ていただくことを探していきたいなと。そういうことも

含めて、私もこれでいいとは思ってません。ただ、うちの町のニーズと隊員の方とう

まくマッチングしていただくことが一番大事なので、もとの町が何を要求してるかき

ちっとできなければ、今回みたいに観光に特化してっていう、そういう部分があれば
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非常にいいのかなと。よその町は農業に特化してってかなり大金が入ってます。うち

は農業の方々のニーズがあんまりないんですよ。それでなくても満たしている、自分

たちで用意をされているということも含めていくと、非常にうちは先進的な農業者が

多いということでありますから、それはそれで私はいいと思ってます。そのほかいろ

んな分野がありますから、そういう今やってる方々が活動している方々、あるいは経

営している方々のニーズも踏まえながら、今後対応していきたいなというふうに考え

ております。 

 

熊木議員（再々質問）  

そのニーズがないっていうところで、私も町長に何度か質問して、そういう答弁だ

ったのと、うちの町がなかなかほかの地域と同じように、地域おこし協力隊員を募集

できるっていう条件にないってこともわかっていました。だけれども、だんだんそう

いう要件も緩和されて、受け入れやすいというか募集しやすくなったっていうふうに

思います。そういう中で、そのニーズっていうのは、町民からそういうニーズがない

っていうのは、わからないわけでは、その制度そのものがわからなかったりするので、

そういうことがあるかもしれないんですけれども、私はやっぱり庁舎内でとか、若い

職員を中心にやっぱりその町の活性化とか、そういうことをいろいろこう議論してい

るとお聞きします。それはやっぱり職員がすごく、いろんなこう若い職員も含めて、

先輩の職員とかも町のことを考えながらいろいろこうやられているってことの成果

だと思うんですよね。そういう中で、うちの課にも何かこういう形でやってもらえな

いかっていう議論がね、今後やっぱりどんどん進んでいけば、そういうことに協力隊

員をもっとここにも入れてほしいとか、この分野では何をしてほしいということにつ

ながっていくと思うんですよね。だから、本当に今回来た１名でもやはり今こういう

形になっているので、これから議論する上ではすごく大事なことだと思いますので、

そこはぜひやっていただきながら、来年度の予算の中にそこが入るような形でね、ぜ

ひ検討してほしいなと思います。 

それからいろいろ提案を先ほどさせていただきましたけれども、まだ２カ月だって

いうことで地域おこし協力隊員が赴任しましたってことの記事が載りましたけれど

も、例えばインスタとか、道新の記事だとか、そういうのは皆さん、職員の方もきっ

と見られていると思うんですけれども、やっぱりそれを見て、町長が本当にどのよう

な感想を持ったのか、私なんかは初めから見たわけではなかったので、まとめてずっ

と見ているんですけども、日増しにやっぱり町の中の様子が伝わってくる。そしてや

っぱり誰でもが文書を書けると思わないんですよね。だから先日南幌中学校で行われ

たミニクラシックコンサート、それにも行って、そこの中では短い文章からちょっと

こう長くなって、やっぱりその内容にも、それから子供たちのことにも触れながら、

やっぱこういう企画をする南幌町のすばらしさってことも、そこの中では紹介してく

れたっていうことで、町民としても本当に先ほど最初の質問で言いましたように、私

自身がやっぱり町の魅力のところで知らないことに本当に気づかせてもらえたって

いうことでは本当に感謝しています。だからそれを本当に多くの町民と共有したいと

思うので、いろいろ先ほど提案したことの具体化と、それから今後に向けてっていう
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ことで職員にぜひ喚起をしてもらいながらね、町長も発信してほしいなと思うので、

そこちょっと答弁いただければと思います。 

 

町長（再々答弁）  

熊木議員の再々質問にお答えをいたします。私は言ってるように各課でいろいろ議

論していただいております、早くから。それでどうしてそういう部分にしていくかっ

ていうことで、それぞれの課で必要なものはもう早くから議論されていて、たまたま

今回、産業振興課になったっていうだけの話で、議論が活発にしてないってわけでは

なくて、まだ皆さん若い人は自分たちでやれるっていうそういう認識を持っておられ

ますのでね、いろんな今、逆に言うと新しい方が来ていただいて、そういう発信をし

た時に、今まだ若い人を含めてうちの職員が思っていた分とどう変化したのか。それ

をした中でこういうものが足りないとかがあれば、当然私のほうに上がってくると思

います。私はそれを期待しながら、今やってきた職員がよければそれ以上する必要は

ないですから。私はそうだと思っています。いる財産はあるわけであります。おおよ

そ１００人の財産がいるわけであります。ですので、その人一人一人が一生懸命頑張

れば、１人も３人も雇わなくても、私は十分かなと思います。ただ、先ほど言ったよ

うに、新たな部分が出てくると、これはまた別の問題でありますから、それは掘りお

こし隊っていうか、今回は観光の掘りおこし隊、協力隊の中で掘り起こしていただく

っていうそういう目的が出てくれば当然募集をしながら、新たな活性化に向けていき

たいなというふうに思ってます。ずっと議論は職員のほうはしていただいております

ので、その中でうちの町としてどうできるのか。 

それから、いろいろインスタグラムでいろいろ投稿していただいております。感想

はって言ったら、やっぱりねと。私の思ってるとおり、同じ方面持ってますから。う

ちのよさは私はかなり自信を持って発信、そういうよさがありますよと。ただ、いつ

も言ってるようにうちの職員含めて私も含めて、コマーシャルは下手だよねって、そ

の辺だと思います。だからそこを含めて、せっかく隊員でも、来ていただくのには活

躍できる場、うちの職員と一緒にできる、そういうものがマッチングしていただいて、

初めてすばらしい隊員になると思ってますので、そういうものが要求されれば、また

募集をして導入していきたいなと、そんなふうに思っておりますが、とりあえずは今

のところ上がってきておりませんので、自分たちである程度できるのかなという思い

は私は思っています、優しい気持ちになれば。厳しい気持ちになれば感じてないのか

なっていうふうにはなりますけれども、もう信じて、ずっと言ってますので、これは

必要だったらいつでも言ってください。そういう部分で期待をしながら、そして新し

い人が来ていただいて、新しい知恵を入れていただいて、どう職員がまた変化をして

いるか。それを見ながら考えていきたいなというふうに思っております。 

 

熊木議員  

 １００人いる職員がその力がないとかそういうことを、全く言ってるわけではなく

て、やっぱり今町長も最後におっしゃったんですけども、やっぱり新たな視点で町を

見るっていう人がやっぱり絶対必要だと思うんですよね。だからそういう意味で、今
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職員の中からまだ出てきてないってことでしたけれども、やはり町長自身もさっきイ

ンスタを見てやっぱりなって言ったのは、私はちょっと、私の受けとめ方とはちょっ

と違うなと思うんですけれども、そこのところやっぱり職員の皆さん、そのインスタ

ばっかりではないんですけれどもね。やっぱり自分の課のこととかその町の将来とか

を考えて、本当に活発に庁舎内で、その課のところとか、課をまたいでもやっぱり議

論して、そういうものを積み上げてぜひ本当に提案してくれることを私も望んでいま

す。 
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①「台風や地震への防災対策について」 

 

菅原議員  

 台風や地震への防災対策についてお伺いいたします。本町では９月５日、台風２１

号による強風で農作物や農業施設にも影響が見られ、加えて６００本以上の木々が根

元から倒れるなど甚大な被害を受けました。翌６日には、胆振地方中東部を震源とし

た地震が発生し、厚真町は最大震度７、本町では震度５弱の大きな揺れを感じました。

この地震の影響により北海道全域で停電しブラックアウトとなり、加えて一部地域で

は断水も重なったことで、日常生活に支障を来す被害が生じました。町ではＦａｃｅ

ｂｏｏｋで、南幌町災害対策本部からのお知らせとしてライフラインや公共施設等の

状況、防火などの情報提供を行うとともに、携帯電話充電場所の提供など住民に対し

て素早い対応をしたため、特に大きな問題も発生しませんでした。このような大きな

地震を経験したことから、町長に３点伺います。 

１、厚真町では、橋台のずれや道路の陥没などのため通行ができなくなり、救助車

や大型車両が通れないなどの問題が発生したと聞いています。本町では洪水ハザード

マップ・指定避難場所一覧表を全戸配布していますが、台風や地震などで大きな道路

や橋が寸断された場合などを想定し、避難経路の再確認をする必要があるのでは。 

２、今回の災害は９月初旬ということで季節的には寒さ対策などの必要はありませ

んでしたが、冬の災害に備えた宿泊避難訓練を行う考えは。 

３、８月に行われた南幌町防災フェスタでは、たくさんの住民を交えて「避難所運

営ゲームＤｏはぐ」が行われ、避難者の状況等を考慮しながら迅速かつ適切に対応す

る術を学び、参加した住民には心の準備として大いに役立ったことと思います。この

ように、多くの住民参加ができる企画を数多く行っていく考えは。 

 

町長  

 台風や地震への防災対策についての御質問にお答えします。１点目の御質問につい

ては、本町においては、避難所までの経路は、水害・地震に関わらず、災害が発生し

た時点で、道路・橋梁などの状況をいち早く職員が点検し、住民がより安全に避難す

ることができるよう避難経路の確保を行うこととしています。また、町内における橋

梁については、長寿命化計画に基づき点検を行い、問題がある場合は改修を行い、安

全を確保しています。 

２点目の御質問については、冬に備えた宿泊避難訓練は、厳冬の中での災害時の体

験として有効と考えますが、室内の気温が下がる厳しい状況での実施となり、参加者

の体調管理面などの問題もあることから、先進地の事例等を参考に検討してまいりま

す。 

３点目の御質問については、本年度実施した避難所運営訓練については、参加され

た方から大変有意義な訓練であったと、多くの声をいただいたことから、住民を参加

対象とした訓練として、行政区・町内会での開催を含め引き続き実施してまいります。 

 

菅原議員（再質問）  
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では再質問させていただきます。まず１番目なんですけれども、被災地の住民にお

聞きしましたけれど、橋台のずれや道路の起伏のため通行できなくなった道路が数カ

所あったそうです。指定の避難場所に行くのには大きく迂回しなければならず、近く

の違う指定のところには、指定ではないということで行くことができなかったそうで、

できれば二つ目のところに行かせていただきたかったというお声をお聞きいたしま

した。本町でも同じような場面に遭遇することが考えられます。ですので、２カ所く

らいの指定避難所を考えておくべきかと私は思います。 

またハザードマップを全戸配布しておりますけれども、この洪水以外の災害につい

ては余り情報がわかりづらいなどの声もあります。このハザードマップ、表裏の。こ

の大きなほうのマップを玄関に張っている方が今回のお宅訪問させていただいた時

に多く見受けられました。このハザードマップの中には、コース以外の地図も載って

おりますけれども、この裏のいろんな情報を見ることはできなくなっております。で

すので、二つ目の避難所に行く経路とかを考えた時に、できましたらまた今度ハザー

ドマップなどをつくられるときにはこの大きなマップのほかに、この小さなところも

雑誌になるのかガイドブックになるのか、そこのところも考慮していただければあり

がたいと思います。このハザードマップなんですけど、この裏に書いてある洪水はた

くさん情報はありますけれども、地震・台風についてはあまり書いていなくて、地域

によっては二つの避難所が分かれているところもありますので、そこのところもわか

りづらいという声を、今回何件かお声をいただきましたので、そこのところも今後考

慮していただけたらありがたいと思います。 

このハザードマップのほかに本町で防災行政無線の戸別受信機を各家庭に無償貸

与しておりますけれども、この今回の議案の中に監査のほうで詳しくその時の状況が

書かれておりますので、私も再度あの時のことを思い浮かべながら、拝読させていた

だいておりましたけれども、戸別受信機が今のところ９月末までで、未申請戸数は３

４８戸、未設置戸数が４１５戸となっていると監査委員のほうで書いております。こ

のように、せっかくおにぎりなどをつくっていただいてお配りしていただきましたけ

れども、この防災無線がないために、それをもらいに行くとか、それからいろんな情

報がわからなかったというお声もありましたので、これは広報にも再度載せていただ

いて、力強くやっていただいていることはわかりますけれども、また再度こちらのほ

うも全戸配布できるような、今回を経験いたしまして、こういうことで必要ですよと

いうこともまた声を高くしていただければありがたいことと思います。 

それと２点目なんですけれども、今回の災害では避難所において、被災された所で

すけども、１日目は床に毛布を敷いて寝ていただきました。それから２日目に平べっ

たい箱の段ボールを下に引き、それから３日目にようやく箱型のいわゆる段ボールベ

ッドが搬出されたと聞いております。やはり３日目の箱型のベッドは大変温かく寝心

地もよく、よかったという話も伺いましたけれども、もしこれが冬だとしたら、大変

な問題になっていくのではないかなと思います。今被災された中に町長の御答弁の中

にも、冬に備えて宿泊避難訓練は、室内の気温が下がる厳しい状況での実施となり、

参加者の体調管理の面などの問題もあると御答弁されているとおり、まさしくそのと

おりであります。ですので、たった１日ではありますけれども、それを参加者を募る
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のか、それはまた別として、一度ぐらいはそういう経験をしたほうが私はいいのでは

ないかなと思いますので、これはまた再度お答えいただきたいと思います。 

それから今の２点目なんですけれども、私は平成２５年の第３回定例会の質問の中

で冬季間の避難訓練と宿泊体験という質問をさせていただきました。その中で町長の

答弁として避難計画に反映するよう努めますというお答えをいただいておりますけ

れども、その後の進捗状況がどのような検討がなされたのか再度、お伺いいたします。 

それから３番目につきましては、先ほどの同僚議員の質問にもありましたように、今

後も続けていただけるということですので、これは理解いたしましたので、この２点

についてお伺いいたします。 

 

町長（再答弁）  

菅原議員の再質問にお答えいたします。避難所２カ所指定するべきではないかとい

うことですが、余計混乱しないですか。うちの町の地理的状況をもうちょっと歩いて

回っていただければ、碁盤の目でどこからでも行けるんですよね。一方通行で１カ所

が詰まったらそこ行けないっていう避難所はないはずです。ですので、歩いて行ける

範囲内の分野、あるいは車で来れる範囲内の避難所でありますので、余計混乱して片

一方に集中したらパンクしてしまうっていう心配もありますから、避難カードは各戸

にちゃんと避難所出して、その大きいのではなくて、きちっと個人ごとの１戸ずつに

配布しておりますので、それを見ていただければ自分がどうなった時にはどうあるべ

きかっていうことがあるので、それは全体像を指してますけども、個人の家庭につい

ては自分がどこに行くべきかっていうことは表示され、それを玄関に置いてあるかど

こに置いてあるかは別として、一応配布させていただいたので、それを再確認してい

ただければなというふうに思っております。 

それで、今回うまくいったなっていうのが、防災無線、昨年改定させていただきま

した。それで、大方情報は伝わったかなと思います。何度もうちの職員がお邪魔した

り電話をして、防災無線をつけてくださいと、しかし要らないと。そういう答えの人

にどうやってやるんですか。そして、今回改めて地震が起きて２０件ぐらいかな、新

たにつけさせてくださいって来られた方には無償で届けます。それで工事費も全部町

で持って届けるのに、要らないって言われたら、それ以上は私どもはどうしょうもな

い。勝手に玄関こじ開けて設置するわけにいきません。やはり理解をしていただく、

それだけ町もお金かけて全戸配布の用意をさせていただいてます。ですので、議員も

そういう方々に早く取りに行ってくださいと言っていただければ、もっと素直にでき

るんではないかなというふうに思いますので、ぜひ全戸でつけていただきたいなと、

ちゃんと個別の受信機は用意してありますので、ぜひお願いをしたいなというふうに

思っております。 

冬の避難所は前にもお話しさせていただいて、これは非常に難しさがあります。極

端に言えば、地震なんかでは今回５弱で、うちほとんど人的被害を受けておりません。

前にも議員にも話しましたけれども、木造住宅ってそんなに壊れない、かなりの年数

がたってるやつは別です。ですので、地震については自分の家にはかなり避難ものが

用意してなくても、例えば冬になっても暖める布団だとか毛布だとか着るものだとか、
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たくさんあると思います。でも避難所には毛布１枚とか２枚しかないんです。うちみ

たいな二次災害がないからあんまり急いで、避難所に夜中の寒い中に来るのが本当に

いいのかどうか、ちょっと私自身、それが心配です。そして、避難所に大勢寄ってる

ところにインフルエンザでも発生したら、これまた大変な問題になりますよね。だか

らそういうことも全部想定しながら、何がいいのか。避難所というのは非常に難しさ

があります。よその自治体もいろいろあってそれで苦労しています。３日目になって

さっき言った段ボールなんです。どこの自治体も３日以降にならないと、北海道だと

か国の支援が出てこないんですよ。だから前から言ってるように１日は自分で、１日

は役場で、３日以後は国か道が多分来ると思います。必ず自分もそういう備えはして

いただく。特別なものを備えなくても私はいいと思うんです。停電になっても、家に

ある着るものやら、布団やら毛布にくるまるだけでも、かなり寒さからは、外にさえ

出なければ確保できると思います。ただ、家が壊れたり、そうするとこれはまた別で

すよ。問題なければ、震度５が来て、何時間も震度５が来るわけではありませんので、

そのあと傾いたり、倒壊した家屋は別ですけれども、夜の夜中、皆してこぞって来て

も、そんなに十分うちだってこれは、防災備蓄品は用意はしますけれども、７，５７

６人、全部用意するわけにいきませんので、そのことも考えていくと、やはりみんな

で、町民みんなでその意識を持って備えていただければ、いいまちづくりになるんじ

ゃないかなと。当然、行政でできる限りのことはやりますけれども、なかなかそうい

う部分では難しさがあるということであります。特に子供とお年寄りを動かすってい

うのは、二次災害の危険性がありますので、訓練と言えども、先ほど言ったようなこ

とが起きるわけでありますから、その辺も十分想定をしながら慎重に検討していかな

ければならないというふうに思ってます。ですので、その事がきちっとできない限り

は冬の訓練っていうのはなかなか私は難しいなと。車で来る訓練ではないと思います。

歩いて来なきゃならない訓練なので。そうなるとなかなか難しさが出てくるかなとい

うふうに思ってますので、手をやめて黙って見てるんじゃなくて、町としても何が一

番必要なのかを考えながら、検討はしてまいりたいと思います。 

 

菅原議員（再々質問）  

再々質問させていただきます。私が思いますのは、全体的な質問なんですけども、

今回のように何かと何かが重なった場合、今回は台風と地震が重なりまして、職員の

方におかれましては数日間、不眠不休で働いていただいて本当に感謝いたしておりま

す。それのおかげをもちまして、大した問題もなく、南幌町では過ごすことができた

と私は思っています。ですけれども、その二次災害っていう面において、例えば地震

による二次災害とか、うちは山とか丘もありませんから、そういう面ではないかもし

れません。ですけれども数年前には強風で屋根が吹き飛ばされた時もありました。そ

れにもし何かがついたとき、大きな地震とか、また余震がついたときには、やはりう

ちに泊まることができなくて、宿泊する場合も、避難する場合も考えられるのではな

いかと思います。私１点目の質問の中で、ちょっと言葉足らずで大変申しわけなく誤

解させてしまったところがあるんですが、２カ所を皆さんに配付という意味ではなく

て、例えばここの場所がだめだった時には、ここというような、もう一度見直しをし
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ていただけますかというお願いをしたつもりでおりました。そこのところちょっと誤

解されたようなんですけども、心づもりとして、例えば言葉足らずですが、例えば三

重ですね、三重はスポーツセンターになってます。三重から行くのに本当に遠くなっ

てます。ですけども青葉地区では養護学校、三重の方たちも養護学校が近くにありま

すから、もしスポーツセンターまで行くのに、例えば歩いて行くとか何か台風による

被害で木が倒れたとか、道が寸断されたとか、そういう場合にはこの養護学校でもい

いですよという、そういうような心づもりを役場の方々が、それを皆さんにお知らせ

するだけではなくて、心づもりとしてもう一度そういうところを再確認していただけ

たらという思いで、私は質問させていただきましたので、ここのところをもう一度再

考できないかということをお尋ねしたいと思います。これ皆さんにお配りするためだ

けではなくて、その心づもりということも、大変大きな災害には必要なことなのでは

ないかなと思います。 

その意味も込めまして２番目の質問もやはり心づもりです。先ほども言いましたよ

うに、何かの形で家が壊れた後に何か違う災害が来た場合、うちで泊まることができ

ない、その時に今回、被災地の方にお聞きしましたのが、寝ていたところから外に行

くまでの間、地震がおさまってからですね、地震がおさまったり明るくなってからで

も出て行く時に、ガラスなどが散らばっているのでスリッパとか、足に刺さらないも

のを枕元に置いておくのが一番いいよというお話も伺ってまいりました。そのように

心づもりというのはあってからでは遅く、また地震などは、洪水のように時間をかけ

て徐々に来るものではなくいきなり来ますので、その時の心づもりとして今回は大変

いい経験になったと、私自身思っています。何かと何かの災害が重なったときに、そ

の時に二次被害になるのか。何かがあると思いますので、そこのところをもう一度、

町長にお聞きしたいと思います。 

 

町長（再々答弁）  

 菅原議員の再々質問にお答えをいたします。先ほども言ったのですが、器があるん

ですよね。二つの地域指定しちゃうと一緒になったときに大変でしょ。だから１カ所

が、特に災害のときは気が動転してますから、何カ所もあるほうが私は大変かなとい

うふうに思います。１カ所で固定されてるほうが、そこにしか行きようがないですか

ら。混雑して人の把握ができなくなれば、それこそまた大きな混乱に結びつくんでは

ないかなと、そういう建物が限りあるものですから、ある程度人数を把握しながらや

ってるので、私どもはそういう部分を含めてやってます。今回の災害を受けていろん

なことを学ばさせていただきました。台風と地震が連夜で来て、おかげさまで人的被

害はなかった。そういう実情があるわけであります。ですので、それらを踏まえなが

ら今後どうあるべきかっていうことは当然考えていかなければなりません。何を用意

するのでも、当然町費をかけていかなければなりません。最小の経費で最大限できる、

そういうやり方が今回もあったのかなと。今回も避難所は開設してませんけども、来

ていただく場所は提供しますっていうことで、無線を通じて１組来ていただきました。

心配の方はどうぞということで、そういう場所も指定してさせていただいて、それは

その当時、災害の時点で判断をして全員対象でなければ、ここを指定して来ていただ
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けるという、そういう情報発信は今回もさせていただきましたので、ある程度できる

のかなというふうに思ってます。ですので、冬のことも含めてやらないって言うんじ

ゃなくて、いかにして町民の方々に理解していただいて、そして災害訓練して被害を

受けたら大変な問題になりますから、そのことを、しないようなことをできるのかな

と。どういう対策をすれば、そういうことができるかっていうことも含めて、検討し

ていくべきであろうというふうに思ってますので、そういう機が来れば当然、またそ

ういうことも考えていかなければならないと思っております。 
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②「将来に向けた財政運営について」 

 

菅原議員  

 南幌町中期財政推計が作成され、本年度から５年間の主な投資的事業と事業費が示

されました。今後は、他市町との広域で行われる、住民の生活にかかわる長幌第２浄

水場と道央廃棄物ごみ焼却施設の大きな事業費負担金も計上される見込みとなって

います。現在、国直轄で進めている道央圏連絡道路の整備など、町を取り巻く環境が

大きく変わろうとしています。町では移住政策や子育て支援に力を入れており、人口

減少数も緩やかになっていくものと思われ、近隣の市町や札幌圏域の連携構想もます

ます本町の発展に大きく貢献するものと期待しています。このような構想がある中で、

本町の財政運営をどのように進めていくのかを伺います。 

 

町長  

 将来に向けた財政運営についての御質問にお答えします。本年１０月に平成３４年

度までの中期的な財政見通しとなる南幌町中期財政推計を作成したところです。御承

知のとおり、本町の行財政改革については、自立緊急実行プラン及び行財政改革実行

計画に基づき、町民の皆様の御理解御協力のもと、不断の改革として実行してきたこ

とで、財政基盤の安定に向け着実な効果があらわれたところです。今後も本町のまち

づくりの指針である第６期総合計画で掲げる、誰もが笑顔で活躍できる、緑豊かな田

園文化のまちの実現を目指し、施策や事務事業を着実に進めなければなりません。し

かしながら、人口減少や少子高齢化による社会保障関係経費の増加、インフラ施設の

改修など、投資的経費の増加への対応が大きな課題であり、引き続き行財政改革に取

り組むとともに、国の地方財政対策を注視しつつ、限られた財源の効率的・効果的な

活用と財政基盤の安定を図り、将来世代への負担を抑制し、持続可能な財政運営に努

めてまいります。 

 

菅原議員（再質問）  

 通告書の補足という意味も含めまして、再質問させていただきます。先ほどの質問

の中でも申しましたけれども、この長幌第２浄水場の改築で、本町の住民ももっとお

いしいお水を飲むことができることで喜ばしいこととは思いますけれども、今後さら

に投資的事業費が大きく膨らみます。また本町の公共施設なども次々老朽が進み、改

修費や維持費、物によっては解体費もかかってきます。平成３４年度末の財政調整基

金残高は３億５，４００万円となる見込みで、国ではこの基金残高を減らすようにと

の考えではありますけれども、３５年度からの動向を憂慮いたしております。１０年

後２０年後には全国的に見ても、労働人口が確実に減少しているものと思われ、その

中において本町も例外ではなく、労働人口の減少に伴い町税も減ってきます。ですけ

れども、本町を取り巻く環境はいいほうへと確実に変わってきていると私は思ってお

ります。近隣市などとの連携も、塾など教育にも力を入れております。また広域で行

っている浄水場が完成した時には、さらに安全でおいしいお水を飲むこともでき、ま

た今回のような断水のときなどにも安心かなと私的には思っているところです。自治
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体病院の町立南幌病院でも既に札幌圏域に入っておりますけれども、また札幌市を中

心とした連携中枢都市圏の形成に向けての構想が今後始まってまいります。ボールパ

ーク構想も先ほどもお話出ておりましたけれども、ボールパーク構想、それから道央

圏連絡道路も着々と工事が進んでおります。まちづくりに対する検討委員会を立ち上

げた本町の取り上げ、本町の発展を願う住民の団体も出てきていると聞いております。

投資的事業費の増、人口減少により、将来負担比率も上がりますけれども、以上申し

ましたことで、浄水場の改築とか他市町との連携など含めて今がチャンスと捉え、期

待しているところでございます。今後、福祉や教育、その他住民サービスを維持して

いけるような政策が必要であり、するべきと私は考えておりまして、先ほどの同僚議

員の中でもお話しされていたように、財政は厳しいですけれども、安心してこの南幌

町に来てくださいと。そして暮らしてくださいという考えのもと、先ほどの災害対策

も含めまして、今も財政について質問させていただいております。今後のことも含め

まして、札幌市を中心とした連携中枢都市圏、それから病院を取り巻く札幌圏域、そ

れから道央圏道路、これらを含めましていいように私は思いますけれども、町長のお

考えをどのような構想で立て上げていくのか、お考えをお聞かせいただきます。 

 

町長（再答弁）  

 菅原議員の再質問にお答えいたします。非常に難しい御質問であります。真意がわ

かりませんが、単独事業をやめろと言ってるような雰囲気に聞こえます。財政負担が

大きいからっていうふうにも、見方としては聞こえますが、私はそういうこともあり

得るけれども、近隣との連携、あるいは改革できるものは改革しながら、せっかく今

いろんな状況があるわけですから、それをいかに取り込んでうちの町の将来にいい方

向に持っていくかっていうところであろうかと思います。ただ、今までやってきたか

らずっとこれからも同じようにやっていくということにはならないと。やっぱり反省

をしながら、やめるものはやめる、新たに取り組むものは取り組むと。やはりいいも

のは取り入れていかなきゃなりませんし、ある程度効果があったものについては考え

ていかなければならない、そんな思いであります。将来的にはいろんな広域連携がも

っともっと必要になってくるんではないかなと、ただこの１０年ぐらいではなかなか

そこまでこの地域は減っていかないだろうというふうに思ってますが、その後につい

ては、やはりそういうことも必要になってくるので、今できるものを早くやっておか

ないと、今後できないだろうと。そんなことも含めて、できるだけ住民の不安をなく

しながら、次の世代へいい形でバトンタッチできる町政運営はしていかなければなり

ません。そのために財政っていうのが一番厳しいところでありますけれども、国の制

度もうまく活用しながら、あるいはいろんな制度も活用して、できるだけ町の負担を

減らしながら、新しい事業も取り入れられるものは取り入れていきたいなと。その上

で、いろいろ国のほうも御指摘をいただいております。しかし、交付税も順調にこれ

からふえていくっていうことはほとんどあり得ないだろうと、これは人口減少で算定

されますので、その中でやはりもう一度見直すものは見直しながら、持続安定の形を

ぜひこの５年間で持っていけるようにしてまいりたいなと、そんなふうに考えており

ます。 
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菅原議員（再々質問）  

 再々質問をさせていただきます。私は今までやっていることをやめてほしいとか、

それから例えばですよ、例えば浄水場に関してもやめてほしいということを言ってる

わけではなく、それで再質問の中で補足説明という形で言わせていただいたんですけ

れども、必要なものは建てなければいけないと私も思っています。そしてつくること

によって、住民がよりよい生活ができるのであれば、私はそれはとてもいいことだと

思っています。ですけれど、そこにお金がまつわりますので、先ほどの質問の中にも

ありましたように財政が厳しいと、でもつくるものはつくらなければいけない、その

攻めぎ合いの中で、今後１０年後２０年後に労働人口が減った中で、いかに来てよか

ったと思っていただけるような、そういう政策を町長として立ち上げていただきたい

と、私はその願いを込めてこの質問をさせていただいているわけでございます。今ま

で来ていただいていた、福祉・教育、その他のサービス、住民サービスを維持してい

くような、そういうことを私は念頭に置いている質問なんですけれども、ただ黙って

いても、これは人口も減っていくし、それから事業費も負担になっていく、そういう

中で今私が申し上げましたような道央圏連絡道路、それから札幌市を中心とした札幌

圏域にこれから入っていくわけですから、そういう環境で本町としては、とても前向

きなほうに私は進んでいるのではないかなと、感触として私は持っております。その

道央圏道路にしても住民の方々にしても、これからやるぞという住民の方もふえてき

ているように私は思いますので、今がそのチャンスだと。私はそういうふうに思って

います。それで町長に質問させていただいているわけですけれども、やはり今後黙っ

ていたら、１０年後２０年後の住んでる方たちは負担になります。確かにそれはそう

です。ですから、そうなる前にこの札幌圏、それからボールパークも含めて先ほどか

ら何回も出てますけれども、そのボールパークも含めまして、この南幌町を取り巻く

環境はいいほうに変わっている今、町長としてどのように、これからこの南幌町を引

っ張っていかれるのか、それを再度、質問させていただきたいと思います。 

  

町長（再々答弁）  

 菅原議員の再々質問にお答えをいたします。水道・病院、どれも皆さんに御説明し

たとおり、そのようにやって御説明させていただいたんですが、なおかつ来るってい

うことは、あまりいい感触を持っていないのかなと。私は皆さんのいい感触を持って

いただいたから作業を進めている、広域も作業を進めさせていただいております。そ

ういう説明をして、この事業に展開をしていただいておりますので、それをあえてま

た言うということは、難しいのかなと。１回皆さん納得していただいて、その上で私

どもは再度そうやってやっておりますので、改めて言うことではありませんけれども、

そういうことを進めていると。それは我が町の財政を振り返れば、当然厳しい時代が

来るから、できるものなら広域の部分は当然探りながら、そして我が町で進められる

ものは進めながら、そういうふうにやっていきたいなと。当然いい状況も生まれつつ

あります。先ほどの議員にも説明させていただきましたが、いかにそれを活用させて

いただくか、それが町の将来につながるものと思ってますから、そういう近隣のいい

情報も得ながら、ともに発展していければいいんじゃないかなと。そのために、精力
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をつぎ込んでいくと。そのためには、行財政改革をしていかなきゃならないというこ

とであると思います。今後はそのような思いで、ずっと皆さんにはそういう説明をし

てやっていただいて進んでおりますので、その考えは以前と今も変わりありません。 

 

菅原議員  

 先ほどから私申し上げてるように、長幌浄水場は私は反対という意味でこの質問を

しているわけではなく、これは住民の方々にとってさらに安心安全なお水を供給して

いただけるという意味で、必要だったら私は建てるべきだと私は思っております。た

だそれに関しても、お金はかかりますよっていうだけの話で、これを長幌浄水場やめ

てくださいとかってそういう意味ではないことを、さらに町長にお伝えしておきまし

て、この質問を終わらせていただきます。 


